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【議事次第】 

１．開会 

２．地方公共団体の取組みについて 

３．地方公共団体の地域課題について 

４．モデル事業の実施に当たって 

５．意見交換 

６．その他 

７．閉会 

  



【意見交換（概要）】 

全般 

○ シェアリングサービスの実績が少ないため、プラットフォーマーと地方公共団体の相互

が協力して、利用者・提供者の掘り起こしなどの対策をしなければならない。 

○ シェアリングエコノミーを導入するに当たっては、新たな需要の創出や情報発信をする

ことができるプロデューサーのような役割を担うキーパーソンが必要。 

○ シェアリングエコノミーを持続可能なサービスにするためには、地域に根付くような施

策ができる地元団体などの定着役の存在が重要。 

 

サービスの提供・利用について 

○ プラットフォーマーだけが地域に入って認知普及をするのではなく、地方公共団体や地

域で活動される方の協力を得て、認知普及する方が効果的。 

○ 地域が抱える課題を解決する手段としてシェアリングエコノミーを使うというビジョ

ンを地域住民にきちんと説明する必要がある。 

○ リピーターや移住者、関係人口等につなげるためには、民泊や農業などの体験型のコン

テンツによって地域の人と交流することが重要。 

 

提供者と利用者のマッチングについて 

○ 高齢者に対してシェアサービスを利用してもらうためには、既存の民間事業者が間に入

って、インターネットの他、電話や対人による一元窓口をつくる例がある。 

 

プラットフォーマー、サービス利用者・提供者、地方公共団体の費用負担について 

○ シェアリングエコノミーの定着役が利用者・提供者の掘り起こしやサービス全体のコー

ディネートを行うことで、プラットフォーム手数料の一部をインセンティブとして受け

取るなどの相互にメリットのある関係を築くことが重要。 

○ クラウドファンディングを活用し、シェアリングエコノミーの導入経費を集めることも

考えられる。 

  



地方公共団体の留意すべき課題について 

（安全面） 

○ シェアリングエコノミー事業を推進する地方公共団体が補償対象になるシェアリング

シティ保険（シェアエコプロテクター）を広げながら、提供者や利用者にも保険を提供

していく必要がある。 

（制度面） 

○ 公共施設の空きスペースをシェアリングする場合、利用者のニーズに応じた柔軟な料金

設定ができるような条例改正等の検討が必要。 

○ シェアリングエコノミーを導入するに当たって、他の支援制度の活用も考えられる。 

（その他） 

○ 地方公共団体の首長による強力なリーダーシップがシェアリングエコノミー開拓に不

可欠。 

○ 地方公共団体の事務においてもシェアリングエコノミーを活用し、効果を出すことがで

きれば、地域住民のシェアリングエコノミーに対する理解も促進されるのではないか。 


